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今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第七次答申）

平成７年９月２０日付け諮問第２４号により中央環境審議会に対してなされた「今後の

有害大気汚染物質対策のあり方について（諮問 」のうち、今後の有害大気汚染物質の健）

康リスク評価のあり方について及びアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッ

ケル化合物に係る健康リスク評価について、大気環境部会に健康リスク総合専門委員会を

設置し、検討を行った結果、下記の通り結論を得たので答申する。

記

１．今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について

今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について、別添１の健康リスク総合

専門委員会報告を了承する。

これに基づき、環境目標値の一つとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスク

（ ） 、 、の低減を図るための指針となる数値 指針値 を設定することとし 優先取組物質のうち

今回指針値が示されなかった物質についても、今後、迅速な指針値の設定を目指し、検討

を行っていくことが適当である。

なお、この指針値は、健康リスク評価に係るデータの科学的信頼性に制約がある場合も

含めて、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために設定されたもの

、 。であり 環境基本法第１６条に基づき定められる環境基準とは性格及び位置付けが異なる

この指針値は、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者によ

る排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待される。

２．アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評

価について

アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価

について、別添２の健康リスク総合専門委員会報告を了承する。

これに基づき、別表の通り指針値を設定することとする。



別表 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値

（指針値）

アクリロニトリル 年平均値2μｇ／ｍ 以下３

塩化ビニルモノマー 年平均値10μｇ／ｍ 以下３

水銀 年平均値0.04μｇ Hg／ｍ 以下３

ニッケル化合物 年平均値0.025μｇ Ni／ｍ 以下３


